
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
新
産
業
振
興
課
）　

　

一

 
告

示

〇
有
害
図
書
類
の
指
定 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

二

〇
生
食
用
食
肉
を
取
り
扱
う
者
と
し
て
適
切
と
認
め
る
者
に
つ
い
て 

（
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
）　

　

三

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
指
定 

（
社
会
福
祉
課
）　

　

三

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変
更
の
届
出  

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

五

〇
平
成
二
十
四
年
度
ブ
ル
セ
ラ
病
及
び
結
核
病
の
検
査
の
実
施 

（
畜　

産　

課
）　

　

五

〇
平
成
二
十
四
年
度
ヨ
ー
ネ
病
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

六

〇
平
成
二
十
四
年
度
ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ

　

バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流
行
熱
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

六

〇
平
成
二
十
四
年
度
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

七

〇
平
成
二
十
四
年
度
豚
コ
レ
ラ
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

七

〇
平
成
二
十
四
年
度
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

七

〇
平
成
二
十
四
年
度
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

八

〇
平
成
二
十
四
年
度
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

八

〇
平
成
二
十
四
年
度
馬
伝
染
性
貧
血
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

八

〇
平
成
二
十
四
年
度
牛
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
症
、
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
病
、
馬
パ
ラ
チ
フ
ス

　

及
び
豚
ブ
ル
セ
ラ
病
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

八

〇
平
成
二
十
四
年
度
腐 
蛆 
病
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

九

そ

〇
平
成
二
十
四
年
度
ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
病
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

九

〇
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可
（
二
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　

　

九

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
に
つ
い
て
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

一
〇

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（　
　

同　
　

）　

一
〇

〇
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可
（
五
件
） 

（
下　
水　
道　
課
）　

一
〇

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

一
二

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　

一
三

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出 

一
三

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

一
四

〇
政
治
団
体
の
解
散
届 

一
五

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
二
年
分
） 

一
五

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
三
年
分
） 

一
六

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
四
年
分
） 

一
九

〇
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
し
の
届
出 

二
〇

 
規

則

　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
号

　
　
　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
第
一
第
二
号
の
表
材
料
加
工
関
連
機
器
の
項
中

を
 

（1）　 平成24年３月21日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2341号　　 
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宮 城 県
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宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
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(毎週火，金曜日発行)

「

マ
イ
ク
ロ
ビ
ッ
カ
ー
ス
硬
度
計

一
時
間
に
つ
き 

七
〇
〇
円

」

「

マ
イ
ク
ロ
ビ
ッ
カ
ー
ス
硬
度
計

一
時
間
に
つ
き 

七
〇
〇
円



に
改
め
、
同
表
工
業
デ
ザ
イ
ン
関
連
機
器
の
項
中

をに
改
め
、
同
表
食
品
・
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
関
連
機
器
の
項
中

をに
改
め
、
同
表
分
析
・
測
定
関
連
機
器
の
項
中
「
熱
分
析
シ
ス
テ
ム
（
Ｔ
Ｇ
／
Ｄ
Ｔ
Ａ
／
Ｄ
Ｓ
Ｃ
／
Ｔ
Ｍ
Ａ
）」
を
「
熱

分
析
シ
ス
テ
ム
（
Ｔ
Ｇ
／
Ｄ
Ｔ
Ａ
、
Ｄ
Ｓ
Ｃ
、
Ｔ
Ｍ
Ａ
、
Ｄ
Ｍ
Ａ
）」
に
、

を

に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
材
料
試
験
の
項
中

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
七
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

 

第2341号　平成24年３月21日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

レ
ー
ザ
ー
回
折
散
乱
式
粒
度
分
布
測
定
装
置

気
流
式
粉
砕
機

五
軸
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ

一
時
間
に
つ
き 

一
、
一
〇
〇
円

一
時
間
に
つ
き 

一
、
六
〇
〇
円

一
時
間
に
つ
き 

 
三
、
七
〇
〇
円

」

「

３
Ｄ
ス
キ
ャ
ナ
ー

一
時
間
に
つ
き 

七
〇
〇
円

」

「

３
Ｄ
ス
キ
ャ
ナ
ー

光
造
形
シ
ス
テ
ム
（
Ⅲ
）
ｉ
Ｐ
ｒ
ｏ

一
時
間
に
つ
き 

七
〇
〇
円

一
時
間
に
つ
き 

三
、
九
〇
〇
円

」

「

高
速
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
装
置

一
時
間
に
つ
き 

一
、
五
〇
〇
円

」

「

過
熱
蒸
気
調
理
機

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
タ

一
時
間
に
つ
き 

一
、
四
〇
〇
円

一
時
間
に
つ
き 

二
五
〇
円

」

「

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

」

「

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

超
高
速
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き 

二
、
七
〇
〇
円

」

「

最
大
荷
重
試
験

一
件
に
つ
き 

一
、
六
〇
〇
円

」
を

「

最
大
荷
重
試
験

六
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満

六
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

一
件
に
つ
き 

一
、
六
〇
〇
円

一
件
に
つ
き 

二
、
三
〇
〇
円

」
に
、

「

寸
法
、
距
離
測
定

一
件
に
つ
き 

五
五
〇
円

」
を

「

寸
法
、
距
離
測
定

衝
撃
試
験

一
件
に
つ
き 

五
五
〇
円

一
件
に
つ
き 

二
、
〇
〇
〇
円

」
に
改
め
る
。

番

号
一

種　
　

類

雑　
　
　

誌

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

ま
ん
が
グ
リ
ム
童
話　

４
月
号

発　
　

行　
　

所

㈱
ぶ
ん
か
社



 

二　

指
定
理
由

　

図
書
類
の
内
容
が
、
一
か
ら
二
十
一
ま
で
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
二
十
二
か
ら
二

十
五
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
著
し
く
犯
罪
を
誘
発
す
る
た
め
、青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
八
号

　

食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
（
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
七
十
号
）
第
一
食
品
の
部
Ｄ
各
条
の
項
の
生

食
用
食
肉
の
目
２�
に
規
定
す
る
知
事
が
生
食
用
食
肉
を
取
り
扱
う
者
と
し
て
適
切
と
認
め
る
者
（
同
目
４�
で
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
「
認
定
生
食
用
食
肉
取
扱
者
」
と
い
う
。）
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

知
事
又
は
知
事
が
適
正
と
認
め
る
者
が
生
食
用
食
肉
の
安
全
性
の
確
保
に
必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
次

に
掲
げ
る
項
目
（
生
食
用
食
肉
の
加
工
を
行
う
施
設
の
食
品
衛
生
責
任
者
に
あ
っ
て
は
、�
及
び�
に
掲
げ
る
項
目
）

に
つ
い
て
実
施
す
る
講
習
会
（
以
下
「
生
食
用
食
肉
取
扱
者
養
成
講
習
会
」
と
い
う
。）
を
受
講
し
、
当
該
生
食
用

食
肉
取
扱
者
養
成
講
習
会
の
修
了
証
明
書
そ
の
他
当
該
生
食
用
食
肉
取
扱
者
養
成
講
習
会
を
修
了
し
た
旨
を
証
明
す

る
書
類
を
交
付
さ
れ
た
者

�
　

生
食
用
食
肉
の
規
格
基
準

�
　

生
食
用
食
肉
の
取
扱
い
に
係
る
留
意
事
項
（
病
原
微
生
物
の
制
御
、
加
熱
殺
菌
の
条
件
設
定
等
）

�
　

食
肉
に
関
す
る
衛
生
管
理
（
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
等
の
リ
ス
ク
、
交
差
汚
染
防
止
対
策
等
）

二　

生
食
用
食
肉
の
調
理
の
み
を
行
う
施
設
の
食
品
衛
生
責
任
者

三　

知
事
が
生
食
用
食
肉
取
扱
者
養
成
講
習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
者
と
同
等
以
上
の
知
識
を
有
す
る
と
認
定
し
た
者

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
九
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

（3）　 平成24年３月21日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2341号　　 

二三四五六七八九十十
一

十
二

十
三

十
四

十
五

十
六

十
七

十
八

十
九

二
十

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌
　

０
８
３
０
５－

４

怖
い
女
の
仕
返
し　

ｖ
ｏ
ｌ．

９
３

　

０
７
９
２
４－

４

無
敵
恋
愛
エ
ス
・
ガ
ー
ル　

４
月
号

　

０
８
５
７
７－

４

恋
愛
白
書
パ
ス
テ
ル　

４
月
号

　

１
９
６
２
５－

０
４

ラ
ブ
レ
ボ　

４
月
号

　

１
９
６
６
７－

０
４

恋
愛
チ
ェ
リ
ー
ピ
ン
ク　

３
月
号

　

１
７
７
４
４－

３

恋
愛
宣
言
ピ
ン
キ
ー　

Ｖ
Ｏ
Ｌ．

１
１

　

１
５
１
６
６－
０
４

Ｃ
Ｉ
Ｅ
Ｌ
４
月
号
増
刊　

シ
エ
ル
ト
レ
ト
レ

　

１
１
５
７
８－

０
４

月
間
ヤ
ン
グ
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
烈　

№
３

　

２
８
２
８
６－

３
／
２
５

彼
女
の
鍵
を
開
け
る
方
法　

３

　

５
６
０
２
１－

０
３

劇
画
マ
ッ
ド
マ
ッ
ク
ス　

４
月
号

　

０
３
３
６
９－

０
４

漫
画
実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ　

４
月
号

　

１
８
４
２
１－

４

実
話
裏
歴
史
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｉ
Ａ
Ｌ　

Ｖ
Ｏ
Ｌ．

９

　

６
８
４
６
４－

３
９

ミ
リ
オ
ン
ム
ッ
ク
２
９　

Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｃ
Ｋ
ザ
・
タ
ブ
ー

　

６
８
４
６
４－

２
９

サ
ム
ラ
イ
イ
ー
エ
ル
オ
ー　

４
月
号

　

１
４
１
７
１－

０
４

ワ
ー
プ
・
エ
ー
ビ
ー
シ
ー　

Ｖ
Ｏ
Ｌ．

２

　

０
９
７
５
０－

０
３

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ　

４
月
号

　

０
１
８
０
５－

４

黄
金
の
Ｇ
Ｔ　

４
月
号

　

１
２
２
５
９－

０
４

黄
金
の
Ｇ
Ｔ　

ハ
プ
ニ
ン
グ　

Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｉ
Ａ
Ｌ　

Ｐ

Ｏ
Ｗ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
２

　

１
２
２
６
０－

０
４

Ｅ
Ｘ
流
出
大
全

　

６
３
４
２
７－

８
１

㈱
ぶ
ん
か
社

㈱
ぶ
ん
か
社

㈱
宙
出
版

㈱
宙
出
版

㈱
秋
田
書
店

㈱
秋
水
社

㈱
角
川
書
店

㈱
秋
田
書
店

㈱
秋
田
書
店

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

イ
ン
フ
ォ
レ
ス
ト
㈱

ト
ラ
ン
ス
ワ
ー
ル
ド
ジ
ャ

パ
ン
㈱

㈱
鉄
人
社

㈱
晋
遊
舎

㈱
晋
遊
舎

㈱
晋
遊
舎

二
十
一

二
十
二

二
十
三

二
十
四

二
十
五

雑　
　
　

誌

書　
　
　

籍

書　
　
　

籍

書　
　
　

籍

雑　
　
　

誌

Ｇ．

Ｔ．

Ｒ
デ
ラ
ッ
ク
ス　

ｖ
ｏ
ｌ．

９

　

０
４
８
７
８－

４

コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
で
大
麻
を
一
服

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
９
７
８－

４－

８
８
７
１
８－

９
４
３－

０
鍵
開
け
マ
ニ
ュ
ア
ル

　

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
４－

８
８
７
１
８－

８
９
１－

９

非
合
法
ド
ラ
ッ
グ
教
本

　

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
４－

８
８
７
１
８－

７
５
７－

２

誰
も
書
け
な
か
っ
た
日
本
の
タ
ブ
ー
２

　

６
６
０
８
７－

６
４

㈱
大
洋
図
書

㈱
デ
ー
タ
ハ
ウ
ス

㈱
デ
ー
タ
ハ
ウ
ス

㈱
デ
ー
タ
ハ
ウ
ス

㈱
宝
島
社



国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
介
護

二　

通
所
介
護

三　

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

四　

居
宅
介
護
支
援
事
業

五　

介
護
予
防
通
所
介
護 
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事　

業　

所　

の　

名　

称

訪
問
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
城
慈

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

石
巻
市
小
船
越
字
二
子
北
下
八
十
六

申

請

者

の

名

称

株
式
会
社
ケ
ア－

サ
ー
ビ
ス
希

慈

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

石
巻
市
渡
波
字
浜
曽
根
山
二
十
番
地

指

定

年

月

日

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

事　

業　

所　

の　

名　

称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
さ
く
ら

あ
お
ぞ
ら
ぽ
ら
ん
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
虹
の
丘

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

栗
原
市
築
館
留
場
桜
町
六

－

一

気
仙
沼
市
本
吉
町
上
野
四
十
八
番
地
十
一

石
巻
市
須
江
字
し
ら
さ
ぎ
台
一
丁
目
八

申

請

者

の

名

称

医
療
法
人
社
団
畑
山
医
院

特
定
非
営
利
活
動
法
人
な
ご
み

有
限
会
社
し
ら
さ
ぎ
苑

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

栗
原
市
築
館
伊
豆
四
丁
目
三
番
四
十
号

気
仙
沼
市
田
中
三
十
六
番
地
一

石
巻
市
須
江
字
し
ら
さ
ぎ
台
三
丁
目
二
十
一
番
地
三

指

定

年

月

日

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
十
五
日

事　

業　

所　

の　

名　

称

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会
坂
総
合
ク
リ

ニ
ッ
ク

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

多
賀
城
市
下
馬
二

－

十
三

－

七

申

請

者

の

名

称

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

多
賀
城
市
下
馬
二－

十
三－

七

指

定

年

月

日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日

事　

業　

所　

の　

名　

称

松
島
医
療
生
活
協
同
組
合
介
護
相
談
セ

ン
タ
ー

居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
城
慈

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

宮
城
郡
松
島
町
松
島
字
普
賢
堂
二
番
地
の
十
一

石
巻
市
小
船
越
字
二
子
北
下
八
十
六

申

請

者

の

名

称

松
島
医
療
生
活
協
同
組
合

株
式
会
社
ケ
ア－

サ
ー
ビ
ス
希

慈

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

宮
城
郡
松
島
町
松
島
字
普
賢
堂
二
番
地
の
十
一

石
巻
市
渡
波
字
浜
曽
根
山
二
十
番
地

指

定

年

月

日

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日



六　

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
次
の
と
お

り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号
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事　

業　

所　

の　

名　

称

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会
坂
総
合
ク
リ

ニ
ッ
ク

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

多
賀
城
市
下
馬
二

－

十
三

－

七

申

請

者

の

名

称

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

多
賀
城
市
下
馬
二－

十
三－

七

指

定

年

月

日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日

事　

業　

所　

の　

名　

称

あ
お
ぞ
ら
ぽ
ら
ん
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
虹
の
丘

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

気
仙
沼
市
本
吉
町
上
野
四
十
八
番
地
十
一

石
巻
市
須
江
字
し
ら
さ
ぎ
台
一
丁
目
八

申

請

者

の

名

称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
な
ご
み

有
限
会
社
し
ら
さ
ぎ
苑

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

気
仙
沼
市
田
中
三
十
六
番
地
一

石
巻
市
須
江
字
し
ら
さ
ぎ
台
三
丁
目
二
十
一
番
地
三

指

定

年

月

日

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
十
五
日

旧新

事　

業　

所　

の　

名　

称

シ
ル
バ
ー
レ
ン
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
登
米

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
錦
百
九
十
二－

二

開
設
者
の
名
称

株
式
会
社
サ
ン
メ
デ
ィ
ッ
ク

ス

開　

設　

者　

の　

所　

在　

地

仙
台
市
青
葉
区
広
瀬
町
三
番
四
十
三
号

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
八
太
郎
山
十
番
地
六
百
二
十
四

変　

更　

年　

月　

日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
一
三
〇
〇
一
九
七

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

パ
ン
工
房
い
そ
っ
ぷ

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

指
定
年
月
日

平
成
二
十
四
年

〇
四
一
二
四
〇
〇
〇
四
六

〇
四
一
五
四
〇
〇
五
八
九

栗
原
市
一
迫
柳
目
字
曽

根
要
害
二
十
四

独
立
行
政
法
人
国
立
病

院
機
構
宮
城
病
院

亘
理
郡
山
元
町
高
瀬
字

合
戦
原
百
番
地

一
寿
園

仙
台
市
太
白
区
富
田
字

南
ノ
西
二
十
六
番
地

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型療
養
介
護

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

栗
原
秀
峰
会

独
立
行
政
法
人

国
立
病
院
機
構

宮
城
病
院

社
会
福
祉
法
人

一
寿
会

四
月
一
日

平
成
二
十
四
年

四
月
一
日

平
成
二
十
四
年

四
月
一
日



　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。　
　
　
　

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

ブ
ル
セ
ラ
病
及
び
結
核
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

１　

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
で
、
角
田
市
、
七
ヶ
宿
町
、
村
田
町
、
岩
沼
市
、

亘
理
町
、
大
崎
市
（
旧
松
山
町
、
旧
鹿
島
台
町
及
び
旧
岩
出
山
町
の
区
域
）、
美
里
町
、
栗
原
市
（
旧
高
清
水
町

及
び
旧
一
迫
町
の
区
域
）、
登
米
市
（
旧
東
和
町
、
旧
米
山
町
及
び
旧
南
方
町
の
区
域
）
又
は
石
巻
市
（
旧
牡
鹿

町
の
区
域
）
で
飼
育
し
て
い
る
も
の
（
生
後
二
十
四
月
未
満
の
も
の
を
除
く
。）

２　

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

３　

１
又
は
２
の
牛
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛

４　

共
同
牧
野
等
に
放
牧
す
る
牛

５　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
牛

四　

実
施
の
期
日

　

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

１　

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
で
、
角
田
市
、
七
ヶ
宿
町
、
村
田
町
、
岩
沼
市
、

亘
理
町
、
大
崎
市
（
旧
松
山
町
、
旧
鹿
島
台
町
及
び
旧
岩
出
山
町
の
区
域
）、
美
里
町
、
栗
原
市
（
旧
高
清
水
町

及
び
旧
一
迫
町
の
区
域
）、
登
米
市
（
旧
東
和
町
、
旧
米
山
町
及
び
旧
南
方
町
の
区
域
）
又
は
石
巻
市
（
旧
牡
鹿

町
の
区
域
）
で
飼
育
し
て
い
る
も
の
（
生
後
二
十
四
月
未
満
の
も
の
を
除
く
。）

２　

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
肉
用
雌
牛
で
、
蔵
王
町
、
山
元
町
、
利
府
町
、
大
衡

村
、
大
崎
市
（
旧
田
尻
町
の
区
域
）、
加
美
町
（
旧
宮
崎
町
の
区
域
）、
色
麻
町
、
栗
原
市
（
旧
築
館
町
の
区
域
）、

登
米
市
（
旧
中
田
町
及
び
旧
豊
里
町
の
区
域
）
又
は
石
巻
市
（
旧
河
北
町
の
区
域
）
で
飼
育
し
て
い
る
も
の
（
生

後
二
十
四
月
未
満
の
も
の
を
除
く
。）

３　

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

４　

１
又
は
３
の
牛
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛

５　

共
同
牧
野
等
に
放
牧
す
る
牛

６　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
牛

四　

実
施
の
期
日

　

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的　

　
　

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流
行
熱
の
発
生
予
察

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲
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家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
牛

四　

実
施
の
期
日

　

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

血
清
学
的
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
（
死

体
）
の
所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
発
生
状
況
の
把
握

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
（
死
体
）
の
種
類
及
び
範
囲

　

月
齢
又
は
推
定
月
齢
が
満
二
十
四
月
以
上
で
死
亡
し
た
牛
の
死
体
（
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（
平
成
十
四
年
農
林
水
産
省
令
第
五
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）

四　

実
施
の
期
日

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五　

検
査
の
方
法

　
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

豚
コ
レ
ラ
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
豚

　

１　

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
豚

　

２　

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
豚

　

３　

１
又
は
２
の
豚
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
豚

四　

実
施
の
期
日

　

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　

豚
コ
レ
ラ
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
農
林
水
産
大
臣
公
表
）
に
規
定

す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域　

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
豚

　

１　

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
豚

　

２　

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
豚

　

３　

１
又
は
２
の
豚
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
豚

四　

実
施
の
期
日

　

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日
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五　

検
査
の
方
法

　
　

血
清
学
的
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　

六
週
齢
以
上
の
家
き
ん
（
飼
養
羽
数
が
百
羽
以
上
（
だ
ち
ょ
う
は
十
羽
以
上
）
の
農
場
に
お
い
て
飼
育
さ
れ
て
い

る
も
の
に
限
る
。）
の
う
ち
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

四　

実
施
の
期
日　

　

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　

１　

臨
床
検
査
及
び
血
清
抗
体
検
査

　

２　

そ
の
他
必
要
な
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的　

　
　

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域　

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

　
　

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
種
鶏

四　

実
施
の
期
日　

　

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

血
清
学
的
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

馬
伝
染
性
貧
血
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

　
　

次
に
掲
げ
る
も
の
（
生
後
百
八
十
日
未
満
の
も
の
を
除
く
。）
と
す
る
。

１　

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
馬

２　

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
馬

３　

１
又
は
２
の
馬
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
馬

４　

競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
に
基
づ
い
て
競
馬
に
出
場
す
る
馬

５　

馬
術
競
技
又
は
乗
馬
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
馬

６　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
馬

四　

実
施
の
期
日

　

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法　

　
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号
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家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

牛
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
症
、
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
病
、
馬
パ
ラ
チ
フ
ス
及
び
豚
ブ
ル
セ
ラ
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

　
　

次
に
掲
げ
る
牛
、
馬
及
び
豚

　

１　

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
で
定
め
る
種
畜

　

２　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
牛
、
馬
及
び
豚

四　

実
施
の
期
日

　

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
及
び
病
性
鑑
定
指
針
（
平

成
二
十
年
六
月
二
日
付
け
二
十
消
安
第
八
百
八
十
号
農
林
水
産
省
消
費
・
安
全
局
長
通
知
）
並
び
に
種
畜
検
査
執
務

要
領
（
平
成
十
三
年
四
月
十
六
日
付
け
十
三
独
家
セ
第
二
百
十
七
号
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
理
事
長
通

知
）
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

腐 
蛆 
病
の
発
生
予
防

そ

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

み
つ
ば
ち
（
転
飼
及
び
定
飼
蜂
群
）

四　

実
施
の
期
日　

　

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

臨
床
検
査
及
び
細
菌
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
の
注
射
、
薬
浴
又
は
投
薬
（
以
下
「
注
射
等
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当

該
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
注
射
等
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的　

　
　

ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

共
同
牧
野
等
で
放
牧
飼
養
さ
れ
る
牛

四　

実
施
の
期
日

　

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

注
射
等
の
別
及
び
そ
の
方
法

　
　

薬
浴

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

多
賀
城
市
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二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

七
・
七
・
百
三
十
二
号
駅
西
小
路
線

三　

事
業
施
行
期
間

　

「
平
成
十
六
年
八
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
十
六
年
八
月
十
日
か
ら
平
成
二

十
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
崎
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

大
崎
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
四
・
四
号
李
埣
飯
川
線
、
三
・
二
・
一
号
米
袋
荒
谷
線
及
び
三
・
五
・
十
二
号
並
柳
福
浦
線

三　

事
業
施
行
期
間

　

「
平
成
十
九
年
八
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
十
九
年
八
月
三
日
か
ら
平
成
二

十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

石
巻
市
南
境
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

石
巻
市
南
境
字
鶴
巻
三
十
三
番
地
一

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
を
退
任
し
た
者

　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　

勝　

又　

和　

雄　
　

石
巻
市
水
明
南
一
丁
目
一
番
三
十
四
号

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

石
巻
市
南
境
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

石
巻
市
南
境
字
鶴
巻
三
十
三
番
地
一

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
九
年
十
二
月
十
五
日

四　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
十
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。
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平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
河
原
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

大
河
原
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

大
河
原
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

変
更
な
し

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

柴
田
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

柴
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

柴
田
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

変
更
な
し

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　

昭
和
五
十
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号
及
び
昭
和
五
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号
及
び
昭
和
五

十
八
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号
及
び
昭
和
六
十
年
宮
城
県
告
示
第
千
九
十
八
号
及
び
昭
和
六
十
一
年
宮
城

県
告
示
第
千
七
十
六
号
及
び
昭
和
六
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
千
五
百
二
十
六
号
及
び
平
成
三
年
宮
城
県
告
示
第
四

百
三
十
九
号
及
び
平
成
六
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
号
及
び
平
成
九
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
六
及
び
平
成
十

二
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
号
及
び
平
成
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号
及
び
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
告
示

第
五
百
四
十
八
号
の
事
業
地
に
柴
田
町
大
字
船
岡
字
清
住
町
を
加
え
る
。

　

２　

使
用
の
部
分

　

昭
和
五
十
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号
及
び
昭
和
五
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号
及
び
昭
和
五

十
八
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号
及
び
昭
和
六
十
年
宮
城
県
告
示
第
千
九
十
八
号
及
び
昭
和
六
十
一
年
宮
城

県
告
示
第
千
七
十
六
号
及
び
昭
和
六
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
千
五
百
二
十
六
号
及
び
平
成
三
年
宮
城
県
告
示
第
四

百
三
十
九
号
及
び
平
成
六
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
号
及
び
平
成
九
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
六
及
び
平
成
十

二
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
号
及
び
平
成
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号
及
び
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
告
示

第
五
百
四
十
八
号
の
事
業
地
に
柴
田
町
大
字
船
岡
字
清
住
町
を
加
え
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
和
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

大
和
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

「
平
成
元
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
元
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
平

成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分
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な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
郷
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

大
郷
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

大
郷
町
流
域
関
連
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

「
平
成
五
年
十
二
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
五
年
十
二
月
三
日
か
ら
平
成
二

十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
衡
村

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

大
衡
村
流
域
関
連
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

「
平
成
元
年
二
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
元
年
二
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
遠
田
郡
田
尻
町
大
貫

土
地
改
良
区
役
員
の
就
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

吉　
　

田　
　

祐　
　

幸　
　
　

一　

就
任
し
た
者
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就

任

年

月

日

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

氏　
　
　

名

千　

葉　

富　

男

酒　

井　

優　

一

相　

沢　

栄　

夫

遠　

藤　

毅　

一

石　

澤　

健　

一

高　

橋　

博　

身

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
境
十
七
番
地

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
立
田
目
木
四
十
五
番

地大
崎
市
田
尻
大
貫
字
上
屋
敷
四
十
七
番
地

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
新
田
ノ
目
十
八
番
地

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
上
長
根
三
十
四
番
地

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
曲
田
三
十
一
番
地

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

監

事



二　

退
任
し
た
者

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

政
党
の
支
部

　
�
　

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

　�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
�
　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
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退

任

年

月

日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

氏　
　
　

名

千　

葉　

富　

男

酒　

井　

優　

一

相　

沢　

栄　

夫

伊　

藤　

孝　

喜

遠　

藤　

毅　

一

高　

橋　

博　

身

高　

橋　

俊　

一

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
境
十
七
番
地

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
立
田
目
木
四
十
五
番

地大
崎
市
田
尻
大
貫
字
上
屋
敷
四
十
七
番
地

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
上
長
根
六
十
番
地

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
新
田
ノ
目
十
八
番
地

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
曲
田
三
十
一
番
地

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
上
屋
敷
九
番
地

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

監

事

監

事

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

高　

橋　

俊　

一

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
上
屋
敷
九
番
地

監

事

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
八
ツ
口
三
十
八
番
四

　

仙
台
市
太
白
区
東
大
野
田
十
六
番
三
十
五
号

 

齋
藤　
　

学　
　
　
　
　
　
　
　

　

仙
台
市
太
白
区
東
大
野
田
十
六
番
三
十
五
号

 

 
齋
藤　

悦
子　
　
　
　
　
　
　
　

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
東
宮
浜
字
御
林
三
番
一
の
一
部

　

仙
台
市
青
葉
区
立
町
二
番
十
一
号　
　
　
　
　
　
　
　

 

我
妻
不
動
産
株
式
会
社　
　
　
　

政　
治　
団　
体

の　

名　

称

新
党
き
づ
な
宮

城
県
第
２
区
総

支
部

代　

表　

者

の　

氏　

名

齋
藤　

恭
紀

会
計
責
任
者

の　

氏　

名

木
村　

雅
広

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
泉
区

泉
中
央
二－

六－

三

公
職
の
種
類

衆
議
院
議
員

一
以
上
の
市
町

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

〇

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
一
日

　

政
治
団
体
の
名
称

浅
野
俊
彦
を
励
ま
す
会

大
沼
大
名
後
援
会

神
崎
安
弘
後
援
会

今
野
よ
し
ゆ
き
励
ま
す

会

代　

表　

者

の　

氏　

名

浅
野　

静
雄

丹
野　

進
平

大
宮　
　

一

浅
野　
　

衛

会
計
責
任
者

の　

氏　

名

早
坂
幸
太
郎

大
宮　

金
治

永
沢　

利
光

山
田　

正
敏

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
中
原
一
四
五

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
本
町
七
〇

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
末
沢
五
三

黒
川
郡
大
和
町
小
野
字
後
藤
二
一－

一

五

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
一
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
七
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
十
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
八
日



〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

政
党
の
支
部

　�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）
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ま
は
た
善
次
後
援
会

櫻�
　

清
志

中
鉢　
　

強

柴
田
郡
川
崎
町
支
倉
台
一－

一
三－

八

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
日

う
み
か
わ
正
則
後
援
会

　　
小
野
か
ず
お
後
援
会

く
さ
か
富
士
夫
を
囲
む
会

賢
友
会

幸
福
実
現
党
宮
城
北
後
援

会
　

今
野
林
一
郎
後
援
会

さ
い
と
う
邦
男
後
援
会

斎
藤
と
み
じ
後
援
会

佐
藤
ひ
で
お
後
援
会

税
理
士
に
よ
る
桜
井
充
を

支
援
す
る
会

�
橋
清
男
後
援
会

戸
羽
芳
文
後
援
会

登
米
市
市
政
を
考
え
る
会

　
中
沢
幸
男
の
会

日
本
薬
業
政
治
連
盟
宮
城

支
部

野
田
譲
政
経
懇
話
会

三
神
祐
司
後
援
会

政
治
団
体

の

名

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

政
治
団
体

の

名

称

会
計
責
任
者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

会
計
責
任
者　

う
み
か
わ
正
則
後
援
会

管
野　

健
蔵

鶴
巻　

光
三

亘
理
郡
亘
理
町
字
東
郷

九－

二
四－

六

佐
藤　

康
孝

仙
台
市
泉
区
長
命
ヶ
丘

四－

一
五－

一
六

遠
田
郡
涌
谷
町
字
田
町

裏
三

�
橋　

和
徳

船
迫　

義
喜

斎
藤　

敬
一

斎
藤　

恭
子

井
上　

重
幸

塩
竈
市
白
萩
町
七－

二

一－

三
〇
一

気
仙
沼
市
本
吉
町
長
根

一－

四

気
仙
沼
市
唐
桑
町
崎
浜

二
二
九

登
米
市
市
政
を
考
え
る

会及
川　

圭
助

木
村　
　

裕

加
藤　

政
彦

佐
藤　

和
則

小
野
塚
俊
明

海
川
正
則
後
援
会

佐
藤　

利
雄

一
條　
　

功

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字

村
一
〇
九－

二

門
脇　

隆
太

仙
台
市
泉
区
泉
中
央
一

－

三
四－

六

遠
田
郡
涌
谷
町
新
町
三

三木
村　

邦
夫

我
妻　

義
郎

松
本　

幸
雄

阿
部　
　

真

小
島　

充
夫

仙
台
市
宮
城
野
区
原
町

南
目
字
町
一
四
七

本
吉
郡
本
吉
町
長
根
一

－

四
気
仙
沼
市
唐
桑
町
明
戸

二
〇
二－

一

登
米
市
の
議
員
報
酬
を

考
え
る
会

千
葉　

晃
通

大
場　

常
男

蛇
口　
　

功

藤
嶋　

哲
明

三
神　

貞
夫

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
四
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
七
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
七
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
九
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
六
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
二
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
七
日

平
成
二
十
四
年

 
 

二
月
二
十
八
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
七
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
三
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
二
日

平
成
二
十
四
年

     
二
月
二
十
二
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
十
五
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
九
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
十
六
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
八
日

平
成
二
十
四
年 

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
瀬
峰
支
部

自
由
民
主
党
鳴
瀬
支
部

　
自
由
民
主
党
宮
城
県
仙
台

市
泉
区
第
一
支
部

自
由
民
主
党
南
方
支
部

　
民
主
党
宮
城
県
第
２
区
総

支
部

　

異
動
事
項

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

公
職
の
種
類

新

宮
内　

光
明

東
松
島
市
小
野
字
町
七

四多
田　

龍
吉

佐
藤　

和
則

登
米
市
南
方
町
館
三

高
橋　
　

修

今
野　

東
吾

参
議
院
議
員

旧

佐
々
木
信
夫

東
松
島
市
浜
市
字
西
浮

足
七
二－

二

宇
佐
美
輝
男

藤
嶋　

哲
明

登
米
市
南
方
町
雷
一
六

九渡
辺　

忠
悦

斎
藤　

恭
紀

衆
議
院
議
員

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
十
四
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
九
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
八
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
十
五
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
二
日

政
治
団
体
の
名
称

青
山
久
栄
後
援
会

　　
浅
野
幹
雄
後
援
会

渥
美
い
わ
お
後
援
会

異
動
事
項

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

新

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜

字
大
指
四
八－

二

青
山　

久
栄　
　
　
　

青
山　

徳
子

若
生　
　

忠

真
籠　

吉
郎

旧

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜

字
大
指
一
六

武
山　

松
義

西
條　
　

剛

柿
沼　
　

修

草
島　

省
二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
十
六
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
十
三
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
三
日



　
〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

相
原
八
男
後
援
会 

鈴
木　

利
夫 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
日

う
め
つ
栄
一
後
援
会 

桜
井
祥
一
郎 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
日

か
ん
の
た
け
し
を
励
ま
す
会 

菅
野　
　

猛 

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
五
日

後
藤
一
利
後
援
会 

山
田　

勝
男 

平
成
二
十
四
年
二
月
十
二
日

齋
藤
克
夫
後
援
会 

佐
藤　

初
男 

平
成
二
十
三
年
四
月
三
十
日

斎
藤
と
み
じ
後
援
会 

斎
藤　

恭
子 

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
八
日

佐
々
木
ま
さ
る
後
援
会 

佐
々
木　

孝 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日

白
石
あ
き
と
し
後
援
会 

尾
形　

昭
夫 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日

菅
原
と
し
あ
き
政
治
懇
話
会 

菅
原　

敏
秋 

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
八
日

「
好
き
で
す
石
巻
」
の
会 

金
子　
　

健 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
八
日

鈴
木
や
す
ひ
ろ
（
康
弘
）
後
援
会 

鈴
木　

康
弘 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日

�
橋
和
夫
後
援
会 

�
橋　

和
夫 

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
一
日

高
橋
勝
弘
後
援
会 

高
橋　

勝
弘 

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
一
日

寺
島
英
毅
後
援
会 

佐
藤　

正
一 

平
成
二
十
四
年
一
月
十
五
日

土
井
喜
美
夫
連
合
後
援
会 

鈴
木
喜
美
男 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
八
日

中
津
川
か
つ
や
後
援
会 

亀
川　

正
敏 

平
成
二
十
四
年
二
月
二
日

沼
田
喜
一
郎
後
援
会 

佐
藤　

正
博 

平
成
二
十
三
年
五
月
一
日

平
岡
正
明
後
援
会 

柴
崎　

喜
一 

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
一
日

安
田
重
行
後
援
会 

玉
田　

彰
男 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
三
日

吉
川
弘
後
援
会 

熊
谷　

昌
子 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
二
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（単
位
：
円

）

　

（資
金
管
理
団
体

）

�
橋
和
夫
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

�
橋
和
夫

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
名
取
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
24

24.

    
（    １

.
31

    解
散

）

１
収
入
総
額

260

   

前
年
繰
越
額

260

   

２
支
出
総
額

260

   

３
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

260

   

備
品
・
消
耗
品
費

260

   

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

齋
藤
克
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
10

23.
    
（    ４

.
30

    解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  
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宮
城
県
獣
医
師
政
治
連
盟

　
宮
城
県
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
政
治
連
盟

宮
城
県
民
社
協
会

村
上
俊
一
後
援
会

山
田
と
し
お
宮
城
県
後
援

会

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

大
江　

義
之

日
下　

勝
彦

仙
台
市
青
葉
区
本
町
一

－

一
二－

三
〇

藤
原　

範
典

村
上　

正
博

菅
原　

章
夫

太
田　
　

孝

黒
岩
弥
寿
男

仙
台
市
青
葉
区
本
町
二

－

六－

三
〇

錦
戸　

弦
一

村
上　

正
秀

木
村　

春
雄

 

二
月
十
五
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
七
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
七
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
九
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
七
日

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日



沼
田
喜
一
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.   ３

23.

（    ５
.   １
解
散

）

１
収
入
総
額

2,353

     

前
年
繰
越
額

2,353

     

２
支
出
総
額

0  

平
岡
正
明
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
14

23

    
（  .   ６

.
21

    解
散

）

１
収
入
総
額

27,940

      

前
年
繰
越
額

27,940

      

２
支
出
総
額

0  

安
田
重
行
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
27

23.
11.
1

    
（         3  解

散

）

１
収
入
総
額

122,000

       

前
年
繰
越
額

122,000

       

２
支
出
総
額

0  

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（単
位
：
円

）

　

（資
金
管
理
団
体

）

菅
原
と
し
あ
き
政
治
懇
話
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
菅
原
敏
秋

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
28

24

    
（  .   ２

.
28

    解
散

）

１
収
入
総
額

1,042,32

        8  

前
年
繰
越
額

122,328

       

本
年
収
入
額

920,000

       

２
支
出
総
額

1,008,87

        9  

３
本
年
収
入
の
内
訳

寄
附

720,00

      0  

個
人
分

120,000

       

政
治
団
体
分

600,000

       

借
入
金

200,00

      0  

菅
原
敏
秋

200,000

       

４
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

950,604

       

人
件
費

780,000

       

備
品
・
消
耗
品
費

112,380

       

事
務
所
費

58,224

      

政
治
活
動
費

58,275

      

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

58,275

      

機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

58,275

      

５
寄
附
の
内
訳

（個
人
分

）

大
沼

佑
120,000

       

柴
田
郡
大
河
原
町

（政
治
団
体
分

）

民
主
党
宮
城
県
総
支
部
連
合
会

500,000

       

仙
台
市
青
葉
区

郡
和
子
の
会

100,000

       

仙
台
市
青
葉
区

�
橋
和
夫
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

�
橋
和
夫

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
名
取
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
24

24

    
（  .   １

.
31

    解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

高
橋
勝
弘
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
高
橋
勝
弘

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
利
府
町
議
会
議
員

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
14

24

    
（  .   １

.
31

    解
散

）
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１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

相
原
八
男
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
21

23.
12.
3

    
（         0  解

散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

う
め
つ
栄
一
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
28

23.
10.
1

    
（         0  解

散

）

１
収
入
総
額

65,500

      

前
年
繰
越
額

65,500

      

２
支
出
総
額

0  

か
ん
の
た
け
し
を
励
ま
す
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.   ９

23.

（    ５
.
25

    解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  
後
藤
一
利
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
27

24

    
（  .   ２

.
12

    解
散

）

１
収
入
総
額

34,200

      

前
年
繰
越
額

34,200

      

２
支
出
総
額

0  

齋
藤
克
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
10

23

    
（  .   ４
.
30

    解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

斎
藤
と
み
じ
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
28

24

    
（  .   ２

.
28

    解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

佐
々
木
ま
さ
る
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.   １

23.
12.
3

（         1  解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

白
石
あ
き
と
し
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.28

23.
12.
3

   
（         1  解

散

）

１
収
入
総
額

697,950

       

本
年
収
入
額

697,950

       

２
支
出
総
額

697,950

       

３
本
年
収
入
の
内
訳

寄
附

697,95

      0  

個
人
分

697,950

       

４
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

445,770

       

光
熱
水
費

17,646

      

備
品
・
消
耗
品
費

8,358

     

事
務
所
費

419,766

       

政
治
活
動
費

252,180

       

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

252,180

       

宣
伝
事
業
費

252,180

       

５
寄
附
の
内
訳

（個
人
分

）

白
石
明
敏

697,950

       

黒
川
郡
富
谷
町

　

「好
き
で
す
石
巻

」の
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.16

24

   
（  .   １

.
28

    解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

鈴
木
や
す
ひ
ろ

（康
弘

）後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
23

23

    
（  .   ９

.
14

    解
散

）

１
収
入
総
額

323,000

       

前
年
繰
越
額

147,000

       

本
年
収
入
額

176,000

       

２
支
出
総
額

323,000
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３
本
年
収
入
の
内
訳

個
人
の
党
費
・
会
費

120

（   人

）

120,000

       

寄
附

56,00

     0  

個
人
分

56,000

      

４
支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費

323,000

       

組
織
活
動
費

323,000

       

５
寄
附
の
内
訳

（個
人
分

）

鈴
木
康
弘

56,000

      

白
石
市

寺
島
英
毅
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
10

24

    
（  .   １

.
15

    解
散

）

１
収
入
総
額

1,390,92

        2  

前
年
繰
越
額

734,764

       

本
年
収
入
額

656,158

       

２
支
出
総
額

1,390,92
        2  

３
本
年
収
入
の
内
訳

個
人
の
党
費
・
会
費

351

（   人

）

567,000

       

そ
の
他
の
収
入

89,158

      

一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

89,158

      

４
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

482,732

       

光
熱
水
費

80,446

      

備
品
・
消
耗
品
費

42,727

      

事
務
所
費

359,559

       

政
治
活
動
費

908,190

       

組
織
活
動
費

753,630

       

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

154,560

       

機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

154,560

       

土
井
喜
美
夫
連
合
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
16

24

    
（  .   １

.
28

    解
散

）

１
収
入
総
額

340,337

       

前
年
繰
越
額

340,337

       

２
支
出
総
額

340,337

       

３
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

340,337

       

人
件
費

150,000

       

光
熱
水
費

95,000

      

備
品
・
消
耗
品
費

75,337

       

事
務
所
費

20,000

       

中
津
川
か
つ
や
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
14

24

    
（  .   ２

.   ２
解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

沼
田
喜
一
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.   ３

23.

（    ５
.   １
解
散

）

１
収
入
総
額

2,353

     

前
年
繰
越
額

2,353

     

２
支
出
総
額

0  

平
岡
正
明
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
14

23

    
（  .   ６

.
21

    解
散

）

１
収
入
総
額

27,940

      

前
年
繰
越
額

27,940

      

２
支
出
総
額

27,940

      

３
支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費

27,940

      

組
織
活
動
費

27,940

      

安
田
重
行
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
27

23.
11.
1

    
（         3  解

散

）

１
収
入
総
額

122,000

       

前
年
繰
越
額

122,000

       

２
支
出
総
額

122,000
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３
支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費

122,000

       

そ
の
他
の
経
費

122,000

       

吉
川
弘
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
28

23.
12.
2

    
（         5  解

散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
四
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（単
位
：
円

）

　

（資
金
管
理
団
体

）

菅
原
と
し
あ
き
政
治
懇
話
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
菅
原
敏
秋

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
28

24

    
（  .   ２

.
28

    解
散

）

１
収
入
総
額

33,449

      

前
年
繰
越
額

33,449

      

２
支
出
総
額

33,449

      

３
支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費

33,449

      

そ
の
他
の
経
費

33,449

      

�
橋
和
夫
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

�
橋
和
夫

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
名
取
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
24

24

    
（  .   １

.
31

    解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

高
橋
勝
弘
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
高
橋
勝
弘

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
利
府
町
議
会
議
員

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
14

24

    
（  .   １

.
31

    解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

後
藤
一
利
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
27

24

    
（  .   ２

.
12

    解
散

）

１
収
入
総
額

34,200

      

前
年
繰
越
額

34,200

      

２
支
出
総
額

0  

斎
藤
と
み
じ
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
28

24

    
（  .   ２

.
28

    解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

　

「好
き
で
す
石
巻

」の
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
16

24

    
（  .   １

.
28

    解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

寺
島
英
毅
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
10

24

    
（  .   １

.
15

    解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

土
井
喜
美
夫
連
合
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
16

24

    
（  .   １

.
28

    解
散

）

１
収
入
総
額

400,000

       

本
年
収
入
額

400,000

       

２
支
出
総
額

400,000

       

３
本
年
収
入
の
内
訳
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機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

400,000

       

連
合
後
援
会
解
散
式
会
費

400,000

       

４
支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費

400,000

       

組
織
活
動
費

400,000

       

中
津
川
か
つ
や
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ２
.
14

24

    
（  .   ２

.   ２
解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出

第2341号　平成24年３月21日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （20）

届
出
を
し
た

者
の
氏
名　

菅
原　

敏
秋

�
橋　

和
夫

高
橋　

勝
弘

公
職
の
種
類

宮
城
県
議
会
議
員

名
取
市
議
会
議
員

利
府
町
議
会
議
員

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

菅
原
と
し
あ
き
政
治

懇
話
会

�
橋
和
夫
後
援
会

高
橋
勝
弘
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の

所　
　

在　
　

地

仙
台
市
青
葉
区
北
山

一－

二
二－

四
八

名
取
市
那
智
が
丘
一

－

八－

二

宮
城
郡
利
府
町
青
葉

台
二－

一－

一
一
五

代
表
者
の

氏　
　

名

菅
原　

敏
秋

�
橋　

和
夫

高
橋　

勝
弘

資
金
管
理
団
体
で

な
く
な
っ
た
旨
の

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
八
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
二
十
四
日

平
成
二
十
四
年

 

二
月
十
四
日


